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 今回は、２月２３日に開催された第９回幹事会の概要について御報告いたし

ます。 

 

１ 非公開審議事項について、審議が行われました。 

 (1) 一般の連携会員の候補者として４８３名が決定されました。今後、発令

手続を経た上で、会長から任命される予定になっております。 

 

 (2) 委員会等へ委嘱する委員候補者について、審議が行われました。今回は、

機能別委員会である「企画委員会」の「年次報告等検討分科会」、「国際委

員会」の「持続可能な社会のための科学と技術に関する国際会議２００６

分科会」及び「ＰＳＡ分科会」並びに課題別委員会である「ヒト由来試料∑

情報を用いる研究に関する生命倫理検討委員会」の委員、「科学者の行動規

範に関する検討委員会」の「行動規範作業分科会」及び「憲章作業分科会」

の委員※が決定され、また、機能別委員会である「国際委員会」の「ＡＡＳ

ＳＲＥＣ等分科会」及び課題別委員会である「学術∑芸術資料保全体制検

討委員会」への委員の追加が決定されました。 

  ※ 科学者の行動規範に関する検討委員会の行動規範作業分科会及び憲章作業分科会の設置について

は、後述する審議事項「科学者の行動規範に関する検討委員会設置要綱」の一部が改正されたこと

を受けて決定されたものです。 

 

２ 前回幹事会以降の諸報告が行われました。 

 

３ 審議事項について、審議が行われました。 

 (1) ４月１０日（月）から１２日（水）までの３日間開催される第１４８回

総会の日程が決定されました。総会のほか、部会、各種委員会等も開催さ

れる予定です。詳細については、改めて開催通知で御案内いたしますので、

御出席方よろしくお願いいたします。 

 

 (2) ①日本学術会議会則の一部改正に伴う「日本学術会議の運営に関する内

規」の一部改正及び関係様式の制定、②分科会の設置に伴う「分野別委員

会運営要綱」の一部改正、③地区会議の事務局に関する規定を見直す「日



本学術会議地区会議運営要綱」の一部改正、④申込書の様式を簡易に変更

する「日本学術会議協力学術研究団体規程」の一部改正についての提案が

あり、審議の結果、４件とも原案のとおり了承されました。 

 

 (3) 新たな課題別委員会の設置と設置要綱の決定及び課題別委員会に設置

する新たな分科会についての提案がありました。 

  ① 「教師の科学的教養と教員養成に関する検討委員会」の設置 

知識社会に対応する教師の科学的教養や実践的知識の在り方などにつ

いて調査審議することを目的とするものであり、審議の結果、委員会の

構成を「１４名以内」から「１６名以内」に修正することで了承されま

した。 

 

  ② 「科学者の行動規範に関する検討委員会」の分科会の設置 

行動規範の原案に関することを審議する「行動規範作業分科会」及び

科学者憲章の改正に関することを審議する「憲章作業分科会」を設置す

るために、「科学者の行動規範に関する検討委員会設置要綱」の一部改正

が提案され、審議の結果、了承されました。 
 

４ 本年８月から来年３月までの間の幹事会日程について、概ね毎月第四木曜

日に開催されることが決まりました。 

 

５ 前回の幹事会の際に再検討することとされていた次の２つの委員会につい

ての結果報告がありました。 

 (1) 「子どもの心身活性化国家戦略基本方針策定に関する検討委員会」 

   委員会の名称について再検討した結果、「子どもを元気にする環境づくり

戦略∑政策検討委員会」という名称に決まりました。 

 

 (2) 「地球規模の自然災害に対して安全∑安心な社会基盤の構築委員会」 

   委員会の審議内容について再検討した結果、気候変動や地震による災害

の分析並びにそれに対応する社会基盤及び社会制度等の検討を行うことが

決まりました。 

 

６ その他の事項について、意見交換等が行われました。 

 (1) 会長の互選に関する日本学術会議細則の一部改正について、黒川会長か

ら説明があり、推薦する候補者の人数、投票前の取扱いなどについて、意

見交換が行われました。この件については、次回の幹事会で提案をし、４

月に開催される総会に諮る予定になっています。 
 



 (2) 課題別委員会の設置の在り方について、前回幹事会での議論を受け、大

垣副会長から議論用の資料が配布され意見交換が行われました。 

   課題別委員会は、社会が抱えるその時々の課題について、科学者コミュ

ニティを集約した適切な意見を時宜に応じて提言をするものであることが

確認されました。そのため、課題別委員会の審議事項は日本学術会議とし

て審議することが社会的に求められている課題又は社会的に必要な課題と

すること、それにより同時に存在する課題別委員会の数は概ね１０程度と

なること、設置期限は概ね１年間とすること、四半期に一度設置の検討が

行われること、課題別委員会の検討は幹事会からの要請で企画委員会で行

われること、課題別委員会として設置が認められなかった場合分野別委員

会の分科会として設置することを妨げないことなどの方針が確認されまし

た。会長、大垣副会長と事務局で、これを担保するための課題別委員会設

置手続きの詳細を検討しています。 

 

 (3) 今回の幹事会で一般の連携会員の候補者が決定されたことを受けて、連

携会員の日本学術会議への所属の在り方、連携会員への説明の必要性など

について、意見交換が行われました。 

 

                  （完） 


